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はじめに（平成２８年の年頭にあたって）

昨年は・・・
 四国８の字ネットワークの宇和島道路の全線開通
 内海～宿毛間の事業化への第一歩となる、調査

手続きを開始

今年は・・・

 南海トラフ地震などの大規模災害への備えが必要不可欠
 集中豪雨（水害・土砂災害）対策が課題

・「命の道」となる四国８の字ネットワークの早期整備による、ミッシングリンクの早期解消
（津島道路・内海～高知県境、今治小松自動車道、大洲・八幡浜自動車道）

・緊急輸送道路の危険個所の解消や橋梁の耐震補強
・津波対策、治水対策、土砂災害対策、木造住宅等の耐震化

①防災・減災対策を柱として

②この他にも重要な課題が山積

・来年のえひめ国体に向け、県市町の競技会場の整備、松山外環状道路の整備、
ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の推進、海上輸送の拠点となる港湾の整備

・老朽化するインフラの戦略的な維持管理・更新

地域にとって必要な社会資本整備に鋭意取り組む

 一級河川肱川上老松地区の堤防整備等
の竣工

 しまなみ海道自転車通行料金無料化の継続
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愛媛県の現状 ～災害リスクの増大～

【震度分布】

南海トラフ地震

【愛媛県の被害想定 H25.12.26】
震度７ １３市町
津波浸水区域 11,995ha
人的被害 16,032人
建物被害 243,628棟

※30年以内

集中豪雨（水害・土砂災害）

発生確率 70％程度

凡例

震度７

震度６強

震度６弱

震度５強

平成27年６月９日の豪雨による
がけ崩れ被害（西予市和町明間 ）

愛媛県の土砂災害は全国平均の２倍
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愛媛県の現状 ～厳しい財政状況～

予
算
額
（億
円
）

年度

土木部予算の推移（一般会計）
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S58～H27 土木部一般会計予算の推移（最終予算額）

近年は下げ止まり
傾向にある

Ｈ５～１０平均額
２，２４３億円

Ｈ１９～２７平均額
７４７億円

Ｓ５８～６１平均額
８９２億円

デフレーター換算
１，１１６億円

デフレーター換算
２，３７１億円

現予算額は、ピーク時の約３割、
また、バブル期以前（Ｓ５８～６１）の約７割（デフレーター

換算）

バブル期
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デフレーター換算

各年度の予算額を基準年度
の実質額に変換すること

愛媛県の現状 ～人口減少～

そのためには
①地域に働く場所をつくる・人を呼び込む
②出会いの場をつくる・安心して子どもを生み育てる
③元気な地域をつくる・いつまでも地域で暮らせる
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愛媛県の人口推移（本県の独自推計）

人
口
（万
人
）

年

ピーク
153万人 81万人

「愛媛県人口ビジョン」、「愛媛県版まち・ひと・しごと創生
総合戦略」を策定（平成27年10月）

課題と施策の方向性（人口問題総合戦略本部資料）

出生率の向上や社会減の解消等により人口減少に歯止めをかける。
「地域経済の活性化」、「きめ細かな少子化対策」、「地域課題への対応」の観点から、東・中・南予の

地域特性を踏まえた実効性の高い取り組みを、市町や関係機関との連携による「オール愛媛」の体制
で進め、県内の活力の維持・向上を目指す。

143万人

昭和60年 平成22年 平成72年

《目 標》

2060年（平成72年）の人口推計値（81.4万人）よりも最低25％（20万人）以上の
上積みを目指す。
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2060年にはピークの５３％に減少
年少人口（15歳未満）、生産年齢人口（15歳以上65歳未満）は
減少する一方、老年人口（65歳以上）は増加する



今後の取り組み方針

切迫する南海トラフ地震や
頻発する集中豪雨による

災害リスクの増大

少子高齢化・人口減少による

地域活力の衰退

社会資本整備の遅れに伴う

地域間格差の増大

依然続くことが予想
される

厳しい財政状況

高度成長期に整備した

社会資本の老朽化

本県の社会資本整備の

目指すもの

≪県民の安全・安心≫

≪地域間の交流・連携≫

≪地域の活性化≫

本県が取り組むべき社会資本整備

既存ストックの有効活用や
ソフト対策による

地域活性化対策

県民の生命・財産を守る

防災・減災対策
社会インフラの戦略的な

老朽化対策

広域交通ネットワークの
整備等による

交流・連携の促進
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防災・減災対策 ～水害・土砂災害～

河川管理施設

砂防関係施設

近年浸水被害履歴河川や市街
地河川を計画的に整備

before

after
「都市部における
河川改修」
（二）日吉川（今治市）

保全人家が多い箇所や要配慮者利用施設
など緊急性の高い箇所から計画的に整備

土砂補足

落石防護柵工

擁壁工

がけ崩れ

道路施設

落石や法面対策が必要な箇所について、緊
急輸送道路を優先し、防災対策工事を進める

before after

（主）肱川公園線
西予市（西予市）

8「がけ崩れの被害軽」 居浦地区（宇和島市）

防災・減災対策 ～地震・津波～

海岸保全施設

河川管理施設

水門・樋門等の耐震対策は未着手１施設を
残しＨ２８までに完了、河川堤防は、河川津
波遡上調査の結果を踏まえ、優先順位等を
決め計画的に実施する

（二）国領川（新居浜市）

津波や高潮に対して堤防高が不足し、背後
地に保全対象のある箇所のうち、避難時間
確保の困難箇所など緊急性や重要度が高い
箇所を計画的に実施する

港湾施設

岸壁、荷役機械、橋
梁の耐震対策や港
湾施設の補強を背
後地の重要性を考
慮し、緊急性の高い
箇所から実施する
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三崎港海岸（伊方町）

耐震強化岸壁の整備状況・今後の予定

Ｈ２７～

防災・減災対策 ～地震・津波～

道路施設：高速道路ネットワーク

本県の高速道路ネットワークは、“避難”“広域支援”

“救命・救急”などの減災機能のほか、防災機能

としても「命の道」となりうる

そのため、“ ミッシングリンクの早期解消、

暫定２車線の４車線化が必要 ”

ミッシングリンク

今治道路

津島道路

暫定２車線区間

完成４車線区間

※ 津島高田IC以南等は完成２車線での計画区間
緊急避難施設

緊急避難施設

大洲・八幡浜自動車道
道路施設：耐震補強

防災点検により耐震対策が必要
な橋梁について、緊急輸送道路を
優先し、対策工事を進める

before
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after

橋梁耐震補強 柿ヶ谷橋 （伊方町）

ミッシングリンク

ミッシングリンク

内海～宿毛

伊方原子力
発電所 暫定２車線→４車線

ストック効果

ストック効果とは

「社会資本のストック効果」とは、整備された社会資本が機能することによって、整備直後から継
続的に中長期にわたり得られる効果で、移動時間の短縮等により経済活動における効率性・生
産性の向上をもたらす生産拡大効果や国民生活における防災力の向上、生活環境の改善と
いった生活の質の向上をもたらす効果がある
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社会資本

フロー効果
（需要創出効果）

短期

ストック効果
（整備効果）

中長期

生産活動の創出

雇用の誘発

所得の増加による消費の拡大

生産性の向上
・移動時間の短縮
・輸送費の低下
・貨物取扱量の増加 等

生活の質の向上
・衛生環境の改善
・災害安全性の向上
・アメニティの向上 等資料）内閣府「日本の社会資本2012」

ストック効果 ～河川事例～

12

河川事例



ストック効果 ～砂防事例～

砂防事例
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ストック効果 ～道路事例～

道路事例
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高速道路インターチェンジ及び港湾へのアクセス向上
工場立地・商業施設・住宅開発の起爆剤に！ 県道新居浜東港線

新居浜東港

11

11

新居浜市

新居浜港

至高松

新居浜IC

新居浜市役所

新居浜バイパス
（Ｈ20.3開通）

至松山

新居浜東港

西条IC

【地図データ：国土地理院(電子国土）】

県道 新居浜東港線
（Ｈ27.3開通）

工業団地計画（約3.0ha)

○従業員：約５００名（パート含）

住宅分譲地(平成２１年１０月分譲開始)

周辺の商業施設立地

【住宅分譲地：戸建217画地】
○計画人口：約８００人

【事業用地：５区画】
○大手電機量販店・
結婚式場の立地、ショッピン
グセンターの立地計画あり

沿線住民の人口が増加
→ 周辺地域の活性化

大手コンビニの惣菜等製
造工場の立地

平成２６年３月操業開始

・原材料の入荷、鮮度を重視した商品の配
送、従業員確保等の利便性を考え新居浜市に
工場を建設

・入荷・配送に加え、今後の店舗拡大に向け、
東予地域を見据えた従業員確保に幹線道路は
必須アイテム

惣菜等製造業者担当者の声

社会資本の老朽化対策～建設後５０年を経過する施設の増加～

道路橋
（2,624橋）

トンネル
（169ﾄﾝﾈﾙ）

河川管理施設
（主要な76施設）

港湾岸壁
（主要な319施設）

28%
46% 66%

11% 22%
46%

4% 22%

57%

14%
41% 66%

平成２７年

10年後
更に
10年後

平成３７年 平成４７年

２０年後には、県が管理する施設の半分以上が、建設後５０年以上経過

赤字： 建設後５０年以上経過する施設の割合
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社会資本の老朽化対策 ～県管理施設の点検結果～

修繕が必要
33%

〔橋梁〕〔港湾施設〕 〔県営住宅（外壁）〕

48%の施設の
修繕が必要

速やかに
修繕が必要

15%

異常なし又は
当面は
修繕不要
51%

〔河川管理施設〕
（水門・樋門）
点検：653施設 点検：1,044箇所 点検：2,734橋

点検：176棟

9% 12%

35%
19%

15%

56%

47%

30%

39%の施設の
修繕が必要

63%の施設の
修繕が必要

44%の施設の
修繕が必要

橋梁（床板）樋門 県営住宅防波堤

4%

2%
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異常なし
9%

異常なし又は
当面は
修繕不要
52%

社会資本の老朽化対策 ～道路分野における取組み例～

人員不足・予算不足を課題としている
（９５％の市町）
≪Ｈ２６県内２０市町への課題アンケート結果≫

 点検義務化に対する市町の課題

県による点検業務の市町分を含めた
一括発注

H26 ： ４町（橋梁）
H27 ： ９市町（橋梁・トンネル・横断歩道橋）
H28 ： ８市町（橋梁・トンネル）予定

地方公共団体の三つの課題
予算不足・人不足・技術力不足に対して、
支援方策を検討
（国、県、市町、NEXCO、ＪＢ本四高速が連携）

役割
１．研修･基準類の説明会等の調整
２．点検･修繕において優先順位等の考え方に

該当する路線の選定･確認
３．点検･措置状況の集約･評価･公表
４．点検業務の発注支援
５．技術的な相談対応 等

予算と人員の不足（課題）

 愛媛県内の道路橋

総数：約１万３千橋
うち、県管理：約２割（約２千６百橋）

市町管理：約７割（約９千橋）

愛媛県道路メンテナンス会議（具体的取組）

法定点検の一括発注（具体的取組） 道路橋の共同点検（Ｈ27試行）（具体的取組）

道路橋の直営点検の一部を「職員」と
「民間企業等」との共同で行うことに
より、若手職員等の実務経験を養う
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愛媛県の社会資本を支える担い手の確保・育成

建設業許可業者数と建設業協会業者数 建設業就業者数（年代別）

建設機械保有数 愛媛県土木職員

H17：481人 H27：386人

40歳以上

60% 68%

30歳未満
1万5,740人

7万9,970人

6万9,710人

5万5,500人

31％減

6,530人

30歳未満
59％減

40歳未満

40%
32%

職員全体

20％減

40歳未満の
職員

35％減建設機械：大規模災害協定締結業者確保の掘削系建設機械

４万

６万

８万

（人）

０
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）

５，６７６者（H26）
※７６．７％

23％減

49％減

H17 H20 H23 H26

H26

1,645台

58%減少
H17

3,935台

２千

４千

（台）

０



愛媛県の社会資本を支える担い手の確保・育成

総合評価の加点

H27・28の格付けの加点

社会保険等未加入対策

入札契約における主な対策

 若手技術者（30歳未満）等の現場配置（A等級工事）（H26～）
 掘削系建設機械の自社保有（H26～）
 建設業BCPの認定（H24.4～A等級工事、H25.10～B等級工事）

（BCP認定業者数 A級165社、B級42社 Ｈ27.12.1現在）

 若年者（30歳未満）、女性の雇用 （新規：H27.4～）
 子育て支援の実施 （加点の拡大： H27.4～ ）
 技能労働者の保有する資格 （新規：H27.4～ ）

 建設業許可・更新及び経営事項審査手続きにおける保険加入状況確認（H24.11～）
 個別入札案件からの未加入業者の排除（H27.1～）
 平成27・28年度格付けからの未加入業者の排除（H27.4～）
 未加入業者との１次下請け契約を締結した場合の元請へのペナルティ（Ｈ27.4～）19

 適正な予定価格の設定
（例： 最新の取引価格や施工実態等を反映した積算の実施）

 発注や施工時期の平準化
（例： 国・県・市町と連携した工事発注計画の公表、地域の実情を考慮した円滑な事業執行の徹底）

 受注者との情報共有や協議の迅速化
（例： 三者会議の拡大、ワンデーレスポンスの徹底、設計変更ガイドライン等の策定）

 調査・設計業務の品質確保 （例： 業務成績評定）

愛媛県の社会資本を支える担い手の確保・育成

建設業若年者入職促進・人材育成事業

公共工事の品質確保に向けた今後の取り組み

地域の技術者（行政・民間）を対象とした講習・研修の充実

（一社）愛媛県建設業協会が、会員企業と連携し、業界未経験の若年者を有期雇用し
て、OJT（企業実習）とOFF-JT（集合訓練）を組み合わせた実践的な研修を実施

（実施期間Ｈ26～27 雇用実績12人 総事業費 約３．５千万円）

 ＯＪＴ（企業実習） 建設現場での技術研修、座学による工事施工管理研修などを会員企業で働きながら受ける

 ＯＦＦ－ＪＴ（集合訓練） 車両系建設機械、玉掛け・小型クレーン運転に係る技能講習の受講

 社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）養成講座（行政・民間）

 合同技術研修（各建設部・土木事務所毎に開催、行政・民間）

 国や県が開催する技術研修への県・市町職員の積極的な参加
 民間の技術研修への行政講師の派遣

（例： 土木施工管理技士会、測量設計業協会等主催の講習会）
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愛媛県における今後の社会資本整備・維持管理に向けて

技術者の育成
ＭＥ技術力の向上

社会基盤の整備・適確な維持管理

地域の活性化

地域間の交流・連携

県民の安全・安心

産 官学

「愛媛のインフラは愛媛の技術者が守る」という決意を持ち、
平成２８年の新たなスタートを！
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